
和歌山工業高等専門学校自動車運用管理規則 

 

制  定 平成 ５年 ３月３０日 

一部改正 令和 ４年 １月 １日 

 

 （趣旨） 

第１条 和歌山工業高等専門学校（以下「本校」という。）が所有する自動車（以下「公用

車」という。）の管理及び使用については、この規則の定めるところによる。 

 （使用基準） 

第２条 公用車は、校務の円滑な遂行のため必要のある場合に限り使用し、安全運転管理者

が運転を承認した本校教職員、又は本校が運転業務を委託する業者に運転させるものとす

る。 

２ 公用車の使用については、本規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。 

 （管理） 

第３条 公用車は、総務課長が管理する。 

 （運転記録） 

第４条 公用車を使用した者は、自動車運転日誌（別記様式）に必要な事項を記載し、総務

課財務管理係に提出するものとする。 

 （弁償） 

第５条 公用車を使用した者は、使用中に故意又は重大な過失により車体及び備付けの設

備、備品等を損傷したときは、その損害を弁償する責任を負わなければならない。 

 （事務） 

第６条 公用車に関する事務は、総務課において処理する。 

 

    附  則 

 この規則は、平成５年３月３０日から施行する。 

附  則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附  則 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附  則 （平成２２年４月７日 一部改正） 

 この規則は、平成２２年４月７日から施行する。 

附  則 （令和４年１月１日 一部改正） 

 この規則は、令和４年１月１日から施行する。 



別記様式（第４条関係）
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※アルコール検知器測定値
・原則、鍵の貸出及び返却時に総務課職員が測定するが、土日祝または勤務時間外の
　出発及び帰着については、運転者または同乗者がある場合は同乗者が測定すること。
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 ※「公用車使用願」より変更のあった項目は必ず記載すること
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